
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

一

�
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始

（
道

路

課
）

二

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
二
件
）

（
県
民
参
画
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

三

�
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
否
決
定

（

〃

）

四

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可

（

〃

）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

●
香
川
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

丸
亀
市
土
器
町
西
４
丁
目
２０４
番
地

丸
亀
食
品
企
業
組
合

代
表
理
事

宮
滝

洸

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

丸
亀
市
土
器
町
西
４
丁
目
２０４
番
地

丸
亀
食
品
企
業
組
合

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

第９３号

平 成１８年

１１月２４日（金曜日）

告

示
豆
腐
又
は
煮
豆
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湯
煮
施
設

２
基

大
豆
１８０
kg/h

許
可
後

工
事
着
手
後
１
日

完
成
後

断
続
６
時
間
使
用

最
大５
．８
～
８
．６

３
，５００

２
，２００

１
，５００

５００６０３

通
常５
．８
～
８
．６

２
，５００

１
，３００

８００

４００５０２

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
使

用
時

間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的（
�
/�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素（
�
/�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量 （
�
/�
）

窒
素
含
有
量（
�
/�
）

り
ん
含
有
量（
�
/�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
ｍ
３/日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
無
し
。

�
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

（
第
九
三
九
二
号
）

一



２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１８
年
１１
月
２４
日
か
ら
同
年
１２
月
１５
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

丸
亀
市
生
活
環
境
部
環
境
課

●
香
川
県
告
示
第
六
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十

二
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

百
九
十
三
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｈ
ｕ
ｇ
‐
Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ｕ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ

前
川

綾
子

三
豊
市
三
野
町
大
見
乙
九
一
番
地
一
一

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
共
生
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
及
び
地
域
住
民
生
活
の
質
向
上
、
地
域
社
会
の

排
水

口
Ａ

最
大

５
．８
～
８
．６４０４０３０５０７

１００

通
常

５
．８
～
８
．６３０３０２０３５

３
．６８０

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的（
�
/�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素（
�
/�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量 （
�
/�
）

窒
素
含
有
量（
�
/�
）

り
ん
含
有
量（
�
/�
）

排
出

水
の

量（
ｍ
３/日
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

高
松
市
塩
江
町
安
原
下
字
中
村
八
七
九

番
一
地
先
か
ら

高
松
市
塩
江
町
安
原
下
字
中
村
八
八
〇

番
一
地
先
ま
で

前

一
二
・
六

〜
一
九
・
二

六
三

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
七
百
八
十

三
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部
変
更
及

び
供
用
開
始

後

一
二
・
六

〜
一
八
・
八

六
三

公

告

他
に
、
排
水
口
が
１
箇
所
あ
る
。

（
備
考
）
今
回
、
新
た
に
特
定
施
設
を
設
置
す
る
が
、
既
設
特
定
施
設
を
廃
止
す
る
た
め
、
排
出
水
の

量
及
び
汚
染
状
態
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
変
更
は
な
い
。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

（
第
九
三
九
二
号
）

二



活
性
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
形
成
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
も
の
の
利
益

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
九
年
一
月
十
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
む
つ
み
会

川
西

博

高
松
市
常
磐
町
二
丁
目
一
〇
番
三
三
号

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
宅
の
精
神
障
害
者
に
対
し
て
、
地
域
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
あ
わ
せ

て
障
害
者
の
自
立
と
社
会
活
動
へ
の
参
加
を
図
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
五
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
一
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

高
松
市
西
植
田

土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
池
田

利
国
地
区

高
松
市
産
業
部
土
地

改
良
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
金

比
羅
池
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

観
音
寺
市
柞
田
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
良
事
業
）

大
畑
地
区

観
音
寺
市
経
済
部
土

地
改
良
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

土
井
の
内
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
良
事
業
）

中
出
五
号
線
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
良
事
業
）

深
田
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
良
事
業
）

高
塚
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

日
枝
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

（
第
九
三
九
二
号
）

三



土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
市
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
一
月

十
三
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
一
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
一
月
八
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
五
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
個
人

演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
施
設
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

	

克

彦

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

下
野
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
さ
く
井
事
業
）
上

出
地
区

〃

豊
浜
町
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）

箕
浦
畑
か
ん
地
区

観
音
寺
市
豊
浜
支
所

建
設
経
済
課

三
豊
市
山
本
町
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
機
改
修
事
業
）

一
の
横
井
地
区

三
豊
市
山
本
支
所
事

業
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
機
改
修
事
業
）

瓦
地
池
地
区

〃

市

名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

丸
亀
市

基
盤
整
備
促
進
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
事
業
）
成
願

寺
下
地
区

丸
亀
市
産
業
部
土
地

改
良
課

〃

基
盤
整
備
促
進
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
成
願
寺
下
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

香
川
県
三
豊
市
三
野
町
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
峠
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）
西
の
股
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）
南
股
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）
天
道
地
区

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

市
町
名

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

高
松
市

高
松
市
深
間
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

高
松
市
庵
治
町
六
三
九
一
番
地
一
七

高
松
市
庵
治
や
す
ら
ぎ
会
館

高
松
市
庵
治
町
六
三
九
二
番
地
一
四

高
松
市
下
笠
居
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
生
島
町
三
五
一
番
地
四

高
松
市
立
中
原
隣
保
・
児
童
館

高
松
市
池
田
町
三
九
一
番
地
七

高
松
市
一
宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
一
宮
町
八
三
八
番
地
一

高
松
市
円
座
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
円
座
町
一
六
二
二
番
地
一

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

（
第
九
三
九
二
号
）

四



高
松
市
二
番
丁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
扇
町
二
丁
目
八
番
七
号

高
松
市
太
田
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
太
田
上
町
一
〇
四
五
番
地
二

高
松
市
男
木
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
男
木
町
一
三
四
番
地

高
松
市
香
川
町
浅
野
１
号
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
浅
野
二
三
四
番
地
一

高
松
市
香
川
町
浅
野
２
号
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
浅
野
一
〇
九
一
番
地
六

高
松
市
香
川
町
浅
野
地
区
集
落
研
修
セ
ン
タ

ー

高
松
市
香
川
町
浅
野
一
九
六
八
番
地
一
五

高
松
市
香
川
町
浅
野
４
号
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
浅
野
二
九
七
二
番
地
三

高
松
市
香
川
町
大
野
東
部
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
大
野
一
三
二
番
地
四

高
松
市
香
川
町
大
野
南
部
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
大
野
六
三
二
番
地
七

高
松
市
香
川
町
大
野
下
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
大
野
二
二
〇
九
番
地
二
〇

高
松
市
香
川
町
大
野
北
部
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
大
野
二
三
〇
二
番
地
二

高
松
市
香
川
町
上
部
会
館

高
松
市
香
川
町
川
内
原
一
七
九
番
地
一

高
松
市
香
川
町
東
部
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
川
内
原
三
二
一
番
地
一
〇

高
松
市
香
川
町
日
生
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
文
化
セ

ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
川
東
上
五
六
六
番
地
一
五

五

高
松
市
香
川
町
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
川
東
上
六
〇
四
番
地
八
五

高
松
市
香
川
町
川
東
上
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
川
東
上
八
五
六
番
地
三

高
松
市
香
川
町
川
東
西
部
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
川
東
上
一
三
八
〇
番
地
一

高
松
市
香
川
町
川
東
下
文
化
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
川
東
下
七
六
四
番
地
四

高
松
市
香
川
町
高
齢
者
活
動
促
進
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
川
町
東
谷
一
五
九
番
地
一

高
松
市
香
川
町
多
目
的
研
修
集
会
施
設

高
松
市
香
川
町
安
原
下
第
三
号
一
九
四
番

地
一

高
松
市
古
高
松
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
春
日
町
七
八
二
番
地
二

高
松
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル

高
松
市
片
原
町
一
一
番
地
一

高
松
市
立
上
天
神
隣
保
・
児
童
館

高
松
市
上
天
神
町
一
五
二
番
地
一

高
松
市
川
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
川
島
本
町
一
九
一
番
地
二

高
松
市
川
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
川
部
町
四
八
六
番
地
一

高
松
市
花
園
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
観
光
通
二
丁
目
八
番
九
号

高
松
市
総
合
福
祉
会
館
大
会
議
室

高
松
市
観
光
通
二
丁
目
八
番
二
〇
号

高
松
市
木
太
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
木
太
町
一
四
八
六
番
地

高
松
市
木
太
北
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
木
太
町
二
六
〇
三
番
地

高
松
市
木
太
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
木
太
町
三
四
八
〇
番
地
二

高
松
市
鬼
無
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
鬼
無
町
佐
藤
三
一
番
地
三

高
松
市
香
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
香
西
本
町
四
七
六
番
地
一

高
松
市
香
南
町
池
西
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ

ー
多
目
的
ホ
ー
ル

高
松
市
香
南
町
池
内
五
二
二
番
地
一

高
松
市
香
南
町
由
佐
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ

ー
多
目
的
ホ
ー
ル

高
松
市
香
南
町
由
佐
三
五
七
番
地
二

高
松
市
国
分
寺
会
館
第
一
会
議
室

高
松
市
国
分
寺
町
新
名
四
三
〇
番
地
二

高
松
市
国
分
寺
体
育
館

高
松
市
国
分
寺
町
新
居
一
一
五
七
番
地
一

高
松
市
西
山
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

高
松
市
塩
江
町
上
西
甲
九
四
七
番
地
三

高
松
市
塩
江
町
多
目
的
研
修
集
会
施
設

高
松
市
塩
江
町
安
原
上
東
一
二
二
四
番
地

一

高
松
市
新
塩
屋
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
城
東
町
一
丁
目
一
番
四
七
号

高
松
市
日
新
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
瀬
戸
内
町
二
二
番
九
号

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

（
第
九
三
九
二
号
）

五



高
松
市
十
河
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
十
川
西
町
五
七
九
番
地
一

高
松
市
古
高
松
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
高
松
町
一
〇
番
地
二
〇

高
松
市
多
肥
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
多
肥
上
町
四
三
三
番
地
五

高
松
市
鶴
尾
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
田
村
町
三
〇
三
番
地
一

高
松
市
立
田
村
隣
保
・
児
童
館

高
松
市
田
村
町
六
六
二
番
地
一

高
松
市
弦
打
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
鶴
市
町
三
五
六
番
地
三

高
松
市
西
植
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
西
植
田
町
二
二
四
七
番
地
一

高
松
市
林
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
林
町
一
四
〇
五
番
地
六

香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
（
サ
ン
メ
ッ
セ

香
川
）
小
展
示
場

高
松
市
林
町
二
二
一
七
番
地
一

香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
（
サ
ン
メ
ッ
セ

香
川
）
大
展
示
場

高
松
市
林
町
二
二
一
七
番
地
一

高
松
市
四
番
丁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
番
町
二
丁
目
三
番
五
号

高
松
市
東
植
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
東
植
田
町
一
八
二
五
番
地
一

高
松
市
総
合
体
育
館
第
１
競
技
場

高
松
市
福
岡
町
四
丁
目
三
六
番
一
号

高
松
市
総
合
体
育
館
第
２
競
技
場

高
松
市
福
岡
町
四
丁
目
三
六
番
一
号

高
松
市
築
地
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
福
田
町
一
〇
番
地
一

高
松
市
太
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
伏
石
町
七
〇
〇
番
地
三

高
松
市
仏
生
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
仏
生
山
町
乙
四
五
番
地
四

高
松
市
前
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
前
田
東
町
八
三
八
番
地

高
松
市
立
中
川
隣
保
・
児
童
館

高
松
市
前
田
東
町
八
六
〇
番
地
三

高
松
市
太
田
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
松
縄
町
七
五
一
番
地
二

高
松
市
松
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
松
福
町
二
丁
目
一
五
番
二
四
号

高
松
市
三
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
三
谷
町
一
一
六
一
番
地
一

高
松
市
檀
紙
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
御
厩
町
七
七
五
番
地
一

高
松
市
亀
阜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
宮
脇
町
一
丁
目
六
番
一
八
号

高
松
市
牟
礼
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

高
松
市
牟
礼
町
牟
礼
一
三
〇
番
地
二

高
松
市
女
木
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
女
木
町
二
〇
三
番
地
一

高
松
市
川
添
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
元
山
町
一
三
六
番
地
四

高
松
市
屋
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
屋
島
中
町
四
四
九
番
地
一

高
松
市
屋
島
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
屋
島
西
町
二
四
八
三
番
地
二

高
松
市
屋
島
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
屋
島
東
町
九
二
八
番
地

高
松
市
栗
林
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

高
松
市
栗
林
町
三
丁
目
二
番
一
二
号

丸
亀
市

丸
亀
市
岡
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
綾
歌
町
岡
田
下
五
一
六
番
地
一

丸
亀
市
栗
熊
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
西
一
六
三
八
番
地

丸
亀
市
綾
歌
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
西
一
六
八
〇
番
地

丸
亀
市
富
熊
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
綾
歌
町
富
熊
一
一
九
二
番
地
一

丸
亀
市
富
熊
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
分
館

（
ゆ
う
と
ぴ
あ
綾
歌
）

丸
亀
市
綾
歌
町
富
熊
一
四
〇
九
番
地
三
一

丸
亀
市
飯
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
飯
野
町
東
分
二
三
三
四
番
地
二

丸
亀
市
城
坤
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
今
津
町
二
八
三
番
地

丸
亀
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
大
手
町
二
丁
目
一
番
二
〇
号

丸
亀
市
民
会
館

丸
亀
市
大
手
町
二
丁
目
四
番
二
〇
号

丸
亀
市
川
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
川
西
町
南
四
二
八
番
地
一

丸
亀
市
金
山
文
化
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
川
西
町
南
六
五
四
番
地
一

丸
亀
市
郡
家
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
郡
家
町
八
〇
〇
番
地
一

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

（
第
九
三
九
二
号
）

六



丸
亀
市
城
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
御
供
所
町
一
丁
目
五
番
二
〇
号

丸
亀
市
垂
水
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
垂
水
町
一
三
四
四
番
地
一

丸
亀
市
土
器
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
土
器
町
東
七
丁
目
一
六
〇
番
地

丸
亀
市
二
軒
茶
屋
総
合
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
土
器
町
東
八
丁
目
五
〇
一
番
地

丸
亀
市
城
乾
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
南
条
町
三
四
番
丙
三

丸
亀
市
飯
山
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
飯
山
町
上
法
軍
寺
一
一
六
七
番
地

五

丸
亀
市
富
士
見
館

丸
亀
市
飯
山
町
上
法
軍
寺
二
三
五
九
番
地

一

丸
亀
市
飯
山
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
分

館

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
一
一
一
二
番
地
一

丸
亀
市
飯
山
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
一
一
一
二
番
地
五

丸
亀
市
飯
山
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
会
議

研
修
室

丸
亀
市
飯
山
町
下
法
軍
寺
五
八
一
番
地
一

飯
山
総
合
運
動
公
園
体
育
館
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
元
二
七
一
三
番
地
一

丸
亀
市
広
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
広
島
町
江
の
浦
二
番
地
一
五

丸
亀
市
山
根
文
化
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
本
島
町
笠
島
一
〇
〇
番
地
二

丸
亀
市
本
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
本
島
町
泊
五
〇
六
番
地
一

丸
亀
市
城
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
山
北
町
二
〇
〇
番
地
一

丸
亀
市
城
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
山
北
町
七
二
二
番
地
一

坂
出
市

川
津
文
化
セ
ン
タ
ー

坂
出
市
川
津
町
六
一
〇
〇
番
地

坂
出
市
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー

坂
出
市
寿
町
一
丁
目
三
五
一
〇
番
地
の
一

西
庄
文
化
セ
ン
タ
ー

坂
出
市
西
庄
町
一
一
五
五
番
地
一

西
庄
児
童
館
及
び
集
会
所

坂
出
市
西
庄
町
一
一
五
五
番
地
六

坂
出
市
西
庄
教
育
集
会
所

坂
出
市
西
庄
町
一
二
五
二
番
地

坂
出
市
民
ふ
れ
あ
い
会
館
（
一
階
部
分
を
除

く
。
）

坂
出
市
本
町
一
丁
目
二
番
一
号

善
通
寺

市

鶴
ヶ
嶺
集
会
所

善
通
寺
市
生
野
町
二
四
三
二
番
地

善
通
寺
市
立
高
橋
会
館

善
通
寺
市
大
麻
町
一
三
八
番
地
の
三

善
通
寺
市
民
体
育
館

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
三
九
八
番
地
六

丸
山
町
集
会
所

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
〇
六
九
番
地
の
七

東
仙
遊
町
住
宅
集
会
所

善
通
寺
市
仙
遊
町
一
丁
目
二
番
一
五
―
二

九
号

中
仙
遊
町
住
宅
集
会
所

善
通
寺
市
仙
遊
町
一
丁
目
六
番
六
号

善
通
寺
市
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

善
通
寺
市
文
京
町
二
丁
目
一
番
一
号

善
通
寺
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
集
会
室

善
通
寺
市
文
京
町
三
丁
目
三
番
一
号

鉢
伏
団
地
集
会
所

善
通
寺
市
与
北
町
二
〇
五
五
番
地

善
通
寺
市
立
善
通
寺
隣
保
館

善
通
寺
市
与
北
町
二
八
七
〇
番
地

善
通
寺
市
東
原
集
会
所

善
通
寺
市
与
北
町
二
九
〇
九
番
地
一

吉
原
町
集
会
所

善
通
寺
市
吉
原
町
三
一
五
三
番
地
の
一

観
音
寺

市

観
音
寺
市
大
野
原
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

観
音
寺
市
大
野
原
町
大
野
原
一
九
九
四
番

地

観
音
寺
市
大
野
原
総
合
福
祉
会
館
（
集
会
・

娯
楽
室
）

観
音
寺
市
大
野
原
町
萩
原
乙
一
三
九
番
地

一

観
音
寺
共
同
福
祉
施
設

観
音
寺
市
坂
本
町
一
丁
目
一
番
一
号

観
音
寺
市
豊
浜
西
部
集
会
所

観
音
寺
市
豊
浜
町
箕
浦
甲
一
九
三
五
番
地

九

観
音
寺
市
豊
浜
南
部
集
会
所

観
音
寺
市
豊
浜
町
和
田
甲
四
九
三
番
地
一
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観
音
寺
市
豊
浜
児
童
会
館
（
観
音
寺
市
豊
浜

福
祉
会
館
内
）

観
音
寺
市
豊
浜
町
和
田
浜
一
五
四
四
番
地

一

さ
ぬ
き

市

大
川
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
中
二
〇
九
五
番
地

大
川
体
育
館

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
中
二
二
〇
七
番
地

二

志
度
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
六
一
〇
番
地
四

志
度
音
楽
ホ
ー
ル

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
六
一
〇
番
地
四
四

寒
川
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東
甲
三
三
〇
番
地

寒
川
体
育
館

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東
甲
四
三
三
番
地

神
前
体
育
館

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
神
前
一
五
七
六
番
地
五

津
田
体
育
館

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
一
三
八
番
地
一
六

津
田
北
山
体
育
館

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
三
六
四
五
番
地
五

津
田
多
目
的
研
修
集
会
施
設

さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴
羽
一
七
四
六
番
地
一

辛
立
集
会
所

さ
ぬ
き
市
長
尾
西
一
七
八
五
番
地
一

ツ
イ
ン
パ
ル
な
が
お

さ
ぬ
き
市
長
尾
名
一
四
九
四
番
地
一

東
か
が

わ
市

東
か
が
わ
市
丹
生
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

東
か
が
わ
市
馬
篠
一
五
二
七
番
地
一

東
か
が
わ
市
小
海
体
育
館

東
か
が
わ
市
小
海
一
三
三
三
番
地
一

白
鳥
中
央
公
園
体
育
館

東
か
が
わ
市
帰
来
字
奥
帰
来
一
〇
一
一
番

地

東
か
が
わ
市
水
主
交
流
セ
ン
タ
ー

東
か
が
わ
市
水
主
一
一
四
三
番
地
一

東
か
が
わ
市
水
主
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

東
か
が
わ
市
水
主
三
〇
〇
四
番
地

湊
保
育
所

東
か
が
わ
市
湊
五
二
三
番
地

東
か
が
わ
市
相
生
多
目
的
研
修
セ
ン
タ
ー

東
か
が
わ
市
南
野
一
〇
三
番
地
二

東
か
が
わ
市
人
権
セ
ン
タ
ー
大
内
交
流
館

東
か
が
わ
市
横
内
七
三
一
番
地

東
か
が
わ
市
福
栄
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

東
か
が
わ
市
与
田
山
字
森
兼
四
〇
九
番
地

一

三
豊
市

財
田
幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
財
田
町
財
田
上
一
四
一
七
番
地

高
瀬
共
同
福
祉
施
設

三
豊
市
高
瀬
町
上
高
瀬
七
五
一
番
地
二
四

高
瀬
町
総
合
体
育
館

三
豊
市
高
瀬
町
上
高
瀬
七
五
一
番
地
二
四

二
ノ
宮
地
区
農
業
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
高
瀬
町
佐
股
甲
三
三
四
三
番
地
四

麻
地
区
農
業
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
高
瀬
町
下
麻
一
二
〇
九
番
地
一

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
勝
間
会
館

三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間
三
五
〇
番
地
二

高
瀬
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間
二
三
四
四
番
地
五

高
瀬
町
保
健
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
高
瀬
町
比
地
一
八
六
番
地

粟
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
詫
間
町
粟
島
八
六
一
番
地
一
七

詫
間
町
緑
の
村
管
理
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
詫
間
町
大
浜
甲
一
六
三
三
番
地
二

九

詫
間
町
荘
内
自
然
休
養
村
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
詫
間
町
大
浜
甲
一
八
九
一
番
地
一

香
川
県
立
三
豊
圏
域
健
康
生
き
が
い
中
核
施

設

三
豊
市
詫
間
町
詫
間
一
三
三
八
番
地
一
二

七

詫
間
町
箱
浦
ビ
ジ
タ
ー
ハ
ウ
ス

三
豊
市
詫
間
町
箱
八
五
九
番
地
二
九

詫
間
町
松
崎
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
詫
間
町
松
崎
七
一
七
一
番
地
一

豊
中
町
体
育
館
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ

三
豊
市
豊
中
町
本
山
甲
一
四
八
番
地
一

豊
中
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
豊
中
町
本
山
甲
一
九
二
番
地
一

仁
尾
町
体
育
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾
辛
三
四
番
地
一

仁
尾
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾
辛
三
四
番
地
三

仁
尾
町
文
化
会
館

三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾
丁
二
九
六
番
地
一

三
野
町
文
化
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
三
野
町
下
高
瀬
五
六
九
番
地
二
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三
野
町
体
育
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
三
野
町
下
高
瀬
七
五
二
番
地
二

三
豊
市
環
境
衛
生
会
館

三
豊
市
三
野
町
下
高
瀬
一
一
五
五
番
地

三
野
町
保
健
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
三
野
町
吉
津
乙
二
〇
三
〇
番
地
一

三
野
町
老
人
福
祉
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
三
野
町
吉
津
甲
一
〇
七
三
番
地
一

山
本
町
財
田
大
野
農
業
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
山
本
町
大
野
二
六
六
番
地

山
本
町
神
田
定
住
促
進
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
山
本
町
神
田
一
二
五
〇
番
地
三

山
本
町
河
内
農
村
婦
人
の
家

三
豊
市
山
本
町
河
内
一
〇
八
六
番
地
一

山
本
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
山
本
町
財
田
西
三
七
五
番
地

山
本
町
保
健
セ
ン
タ
ー

三
豊
市
山
本
町
財
田
西
三
七
五
番
地

土
庄
町

伊
喜
末
集
落
多
目
的
共
同
利
用
施
設

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
一
九
九
〇
番
地
一

土
庄
町
小
江
自
治
会
館

小
豆
郡
土
庄
町
小
江
九
九
二
番
地
一

琴
塚
い
こ
い
の
家

小
豆
郡
土
庄
町
大
部
甲
三
七
三
番
地

田
井
い
こ
い
の
家

小
豆
郡
土
庄
町
大
部
甲
一
一
九
五
番
地
一

土
庄
町
大
部
体
育
館

小
豆
郡
土
庄
町
大
部
甲
一
九
七
五
番
地

土
庄
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
二
二
番
地
一

土
庄
町
総
合
会
館

小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
六
七
番
地
七
八

鹿
島
い
こ
い
の
家

小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
二
六
七
番
地
一

土
庄
町
戸
形
体
育
館

小
豆
郡
土
庄
町
甲
三
四
一
七
番
地

港
新
町
い
こ
い
の
家

小
豆
郡
土
庄
町
甲
五
一
六
五
番
地
一
五
五

／
甲
五
一
六
五
番
地
一

吉
ケ
浦
い
こ
い
の
家

小
豆
郡
土
庄
町
甲
六
一
九
〇
番
地
二
八

硯
集
落
多
目
的
共
同
利
用
施
設

小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
浦
二
七
一
番
地
一

土
庄
町
大
鐸
体
育
館

小
豆
郡
土
庄
町
肥
土
山
甲
一
七
三
五
番
地

小
豆
島

町

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
二
一
二
四
番
地

三
都
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

小
豆
郡
小
豆
島
町
蒲
野
一
六
一
〇
番
地
一

三
木
町

三
木
町
農
村
運
動
広
場
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン

タ
ー

木
田
郡
三
木
町
大
字
朝
倉
一
四
四
一
番
地

池
戸
商
工
セ
ン
タ
ー

木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸
二
三
四
〇
番
地

一

井
戸
教
育
集
会
所

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸
二
六
三
一
番
地

一

井
上
児
童
館

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
上
六
三
九
番
地

三
木
町
老
人
福
祉
会
館
あ
け
ぼ
の
荘

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
上
一
九
六
六
番
地

五

旧
神
山
小
学
校
屋
内
運
動
場

木
田
郡
三
木
町
大
字
奥
山
九
九
九
番
地
一

津
柳
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

木
田
郡
三
木
町
大
字
奥
山
一
一
〇
九
番
地

六

鹿
庭
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
庭
乙
二
五
五
番
地

三
木
共
同
福
祉
施
設

木
田
郡
三
木
町
大
字
上
高
岡
二
五
四
二
番

地
五

旧
小
蓑
小
学
校
屋
内
運
動
場

木
田
郡
三
木
町
大
字
小
蓑
一
三
五
一
番
地

一

三
木
町
文
化
交
流
プ
ラ
ザ

木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
伏
三
六
〇
番
地

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

木
田
郡
三
木
町
大
字
下
高
岡
一
四
五
九
番

地
二

白
山
教
育
集
会
所

木
田
郡
三
木
町
大
字
下
高
岡
二
一
二
三
番

地
一

駒
足
ふ
れ
あ
い
会
館

木
田
郡
三
木
町
大
字
下
高
岡
三
九
八
六
番

地

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

（
第
九
三
九
二
号
）

九



三
木
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
三
一
〇
番
地

三
木
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
三
七
〇
番
地
二

三
木
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
二
八
七
一
番
地

香
川
県
立
高
松
圏
域
健
康
生
き
が
い
中
核
施

設

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
二
九
四
〇
番
地

一

直
島
町

直
島
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
本
館
劇
場
ホ
ー

ル

香
川
郡
直
島
町
三
六
九
四
番
地
一

宇
多
津

町

宇
多
津
町
十
楽
寺
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
四
九
四
番
地

宇
多
津
町
田
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
六
五
九
番
地
六

宇
多
津
町
大
門
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
一
六
三
番
地

や
す
ら
ぎ
プ
ラ
ザ

綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
一
八
八
番
地

宇
多
津
町
山
下
・
本
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分

館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
四
〇
二
番
地
一
八

宇
多
津
町
西
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
六
四
五
番
地
一

宇
多
津
町
宇
夫
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
六
七
四
番
地

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
八
八
一
番
地

宇
多
津
町
池
の
宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
〇
四
九
番
地

宇
多
津
町
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
二
〇
三
番
地
一

宇
多
津
町
新
開
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
五
六
一
番
地
六

宇
多
津
町
北
浦
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
六
二
八
番
地
六
七

宇
多
津
町
大
橋
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
六
二
八
番
地
一
七
〇

宇
多
津
町
大
橋
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
六
二
八
番
地
五
一
五

宇
多
津
町
大
橋
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
六
二
八
番
地
五
九
一

宇
多
津
町
坂
下
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
八
〇
五
番
地
三

宇
多
津
町
坂
下
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
九
一
四
番
地
一
〇

坂
出
、
宇
多
津
広
域
行
政
セ
ン
タ
ー

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
九
一
五
番
地

宇
多
津
町
向
山
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
三
〇
一
〇
番
地
一

宇
多
津
町
向
山
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
三
二
八
〇
番
地

宇
多
津
町
岩
屋
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
三
三
二
一
番
地
一
〇

宇
多
津
町
岩
屋
団
地
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
三
四
八
四
番
地
三
二

宇
多
津
町
新
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
三
六
四
四
番
地

宇
多
津
町
鍋
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
大
字
東
分
四
三
番
地

宇
多
津
町
津
の
郷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
大
字
東
分
一
六
一
二
番

地
一

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
五
番
丁
四
九
番
地
七

ユ
ー
プ
ラ
ザ
う
た
づ

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
六
番
丁
八
八
番
地

宇
多
津
町
浜
八
番
丁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
分
館

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
八
番
丁
一
二
二
番
地

四
・
五
・
六

綾
川
町

綾
川
町
高
齢
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

綾
歌
郡
綾
川
町
牛
川
七
四
七
番
地

東
分
児
童
館

綾
歌
郡
綾
川
町
東
分
甲
一
二
四
五
番
地
一

綾
上
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

綾
歌
郡
綾
川
町
山
田
下
三
三
〇
〇
番
地

綾
川
町
国
民
健
康
保
険
総
合
保
健
施
設
綾
上

（
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
）

綾
歌
郡
綾
川
町
山
田
下
三
三
五
二
番
地
一

琴
平
町

琴
平
町
農
業
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

仲
多
度
郡
琴
平
町
苗
田
六
三
一
番
地
三

多
度
津

町

多
度
津
町
民
会
館

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
通
り
四
番
二
六
号

多
度
津
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

仲
多
度
郡
多
度
津
町
栄
町
三
丁
目
一
番
七

三
号

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
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（
第
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三
九
二
号
）

一
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ま
ん
の

う
町

ま
ん
の
う
町
町
民
文
化
ホ
ー
ル

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
生
間
四
一
五
番
地

一

琴
南
総
合
セ
ン
タ
ー

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
川
東
一
四
九
四
番

地
一

川
奥
集
会
所

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
川
東
二
七
四
八
番

地
六

神
野
農
村
婦
人
の
家

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
岸
上
一
一
六
番
地

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
岸
上
一
二
六
番
地

満
濃
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
四
條
七
三
四
番
地

一

長
炭
地
区
活
性
化
セ
ン
タ
ー

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
炭
所
西
一
四
三
一

番
地

琴
南
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
造
田
一
九
七
四
番

地
一

高
篠
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
東
高
篠
九
三
番
地

一

高
篠
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
東
高
篠
二
八
八
番

地
四

満
濃
保
健
セ
ン
タ
ー

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
吉
野
一
七
八
〇
番

地
一

吉
野
体
育
館

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
吉
野
一
九
三
二
番

地
一

香
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